
令和５年度 第２回松本市文化芸術振興審議会 

  次 第 

 

日 時 令和６年３月１９日(火) 

午後３時～午後４時３０分 

場 所 大手公民館２階 講義室 

 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 挨 拶 

 

 

３ 会議事項 

⑴ 松本市の文化芸術に係る令和５年度の推進状況   （資料１） 

 

⑵ 「松本市文化芸術推進基本計画」の見直し     （資料２～５） 

 

 

４ その他 

 

 

５ 閉 会 
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松本市の文化芸術に係る令和 5年度の推進状況 

目 標 令和 5年度の取組目標 推進状況 

市民の誰もが自由

に文化芸術に親しむ

ことができる 

・松本まちなかアート projectの専用 HPに 

よる情報発信 

・まちなかアート projectの Instagramアカウントを作成し、HPに 

表示 

・HPにイベントカレンダーを追加 

・松本まちなかアート project推進会議の 

検討内容受取り 

・まちなかアート project推進会議から提案書の受領（4月） 

提案内容：芸術文化振興財団内部に「まちなかアート事業部」を

創設 

・松本まちなかアート project実行委員会 

設立 

・4月 27日設立総会開催 

 主軸事業として「第 2回まつもと街なか大道芸＆ジャズフェステ

ィバル」と「映画監督 山崎貴の世界 まちなか出張展」を開催 

・アーティストバンク情報発信 ・新規登録  7 件、脱退 1 件  現在（R6.3） 93  件 

・アーティストバンクまつもと登録者の 

交流会 
・6月 23日意見交換会を開催 参加者 6名 

・アーティストバンク登録者間の事業実施 

支援 

・2月 23～25日 登録者 2 名 

 事業参加者 1,000人 

・活動の場の提供 

・楽都まつもとライブ 

 松本市ゆかりの音楽家が市街地で幅広いジャンルの音楽を生演

奏(月 2回)松本駅前、信毎メディアガーデン、イオンモールで開催 

・クラフトフェアまつもと 2023の開催 
・5月 27～28日 あがたの森公園にて開催 

(令和 6年度で 38回 40年目) 

・松本市文化芸術表彰 

・文化芸術特別栄誉賞 1 名、大賞 1 名、功労賞 1 団体、 

奨励賞 2 名表彰 

・大賞を受賞された山崎貴氏の映画作品「ゴジラ-1.0」が第 96回 

アカデミー賞にて邦画史上初となる視覚効果賞を受賞 

 

資料１ 
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目 標 令和 5年度の取組目標 推進状況 

松本独自の文化芸

術を継承しながら新

しい松本の文化芸術

を創造する 

・松本市立博物館開館特別展 

「まつもと博覧会」 

・10月 7日にリニューアルオープンした松本市立博物館の特別展 

「まつもと博覧会」の企画の 1つとして、演劇『サムライたちの 

職員会議』を開催（11月 2～6日） 

・マツモト建築芸術祭の実施支援 

・消えゆく名建築をアートが住み着き記憶する「建築芸術祭」（マツ

モト建築芸術祭行委員会主催、令和 6年 2月 23日から 3月 24日

まで開催）を後援 

 さまざまな分野と

の連携により課題解

決や地域活性化につ

なげる 

・医療、福祉施設、教育施設等へのアウトリー

チ事業 

・8月 21日 松本市立病院で OMFによる出前コンサートを患者、 

医療関係者向けに開催 

・お出かけオルガン（音楽文化ホール主催） 

 6月 8日 本郷幼稚園 

6月 23日 田川地区福祉広場 

11月 14日 井川城保育園 

11月 24日 神林地区福祉広場 

11月 28日 みつば保育園 

・OMF実行委員会による、子どもたちが文化 

芸術に触れる機会の提供 

・子どものためのオペラ 

 県内中学校 1年生対象 8月 28日、29日 

 市民芸術館で開催 

・子どものための音楽会 

 県内小学校 6年生対象 9月 4日、5日、6日 

 伊那文化会館、キッセイ文化ヒールで開催 

・演劇製作のワークショップ 
・山本卓卓氏ワークショップ（市民芸術館主催） 

 12月 10日から 3月 24日までのうち 8日間 

・ダンスワークショップ 
・山田うん氏によるダンスワークショップ（市民芸術館主催） 

 1月 6日キッズジュニア対象に実施 



 

資料２ 

「松本市文化芸術推進基本計画」の見直し 

 

１ 「松本市文化芸術推進基本計画（改訂版）」の策定理由 

⑴ 文化芸術における松本市の目指すべき姿や目標を達成するために、「松

本市文化芸術推進基本計画」（以下「基本計画」という。）の方針や施策

をより具体的な内容に改訂することで、今後の方向性を示します。 

⑵ 令和５年３月に、国が「文化芸術推進基本計画（第２期）」、長野県が

「第２次長野県文化芸術振興計画」を策定しました。「基本計画」を効果

的かつ着実に実施するために、国、県の計画の趣旨を踏まえ、第２章及び

第３章の内容について必要な改訂を行います。 

 

２ 改訂箇所（案） 

⑴ 第２章 文化芸術基本計画 

⑵ 第３章 計画の評価検証 

 

３ 変更年月 

  令和６年度末（予定） 

 

４ 改訂案 

 資料３～５のとおり 
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松本市文化芸術推進基本計画（改訂案） 案② 

 

８ 施策の体系及び主な取組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料５ 

 

 

【目指す松本市の姿】 

文化芸術で人と人がつながり、まちに魅力と 

活気があふれる三ガク都・松本 
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